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（2）小児の健康状態を相談する機能 

近年、#8000 事業による電話相談件数は増加傾向にありますが、小児救急医療機関を受診する患者

は、依然として、その多くが軽症患者であることや時間外受診が多い状況にあります。 

その原因としては、子供の病気や事故等に対して、正しい知識による対応に悩む保護者等がいること

などが考えられます。また、少子化、核家族化、夫婦共働きといった社会情勢や家庭環境に加え、専門

的指向、病院志向が大きく影響していることが指摘されています。 

このため、適切な受療行動につながるような相談対応や情報提供を行っていく必要があります。 

（3）医療的ケア児の療養・療育支援 

医療的ケア児は、医療技術の進歩等に伴い、今後も増加する見込みであり、小児期から成人期に移行

した後も含め、住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら、安心して生活できる環境の整備が必要

ですが、支援体制が十分に整備されていない市町があります。 

また、家族からのニーズの高い医療型短期入所について、受入施設の偏在や受入定員数の不足等が指

摘されています。 

そのため、在宅等でのケアが必要な児に対して、医療と福祉が一体となった支援体制を充実させる必

要があります。 

（4）災害時等における対策 

災害時小児周産期リエゾンについては、継続的な養成による人材確保と適切な配置を検討するととも

に、具体的な活動内容を整理する必要があります。 

また、新興感染症発生・まん延時においても、一部の医療機関に負担が集中することのない体制が求

められます。 

２ 医療従事者の確保・育成 

小児科医師数に大きな伸びは見られず、医師の高齢化が進み、臨床経験が豊富な中堅医師も少なくなっ

ており、適切な医療や人材育成の面からも、小児医療体制を維持していくことが困難になる恐れがありま

す。 

そのため、医師の確保と勤務環境の改善による負担軽減が不可欠であり、女性医師の割合も高いことか

ら、不足している保育施設の確保など、出産・子育て世代が就業を継続できる体制整備が必要です。 

 

 目 標                                      
  
  県民が安全で安心な小児医療が受けられる体制を構築します。 
 

区分 指標名 現状値 目標値 出典 

Ｏ 乳児死亡率 
[H30～R4]1.6 
（参考：全国）1.8 

直近５年間での平均値を

全国平均値以下で維持 

厚生労働省 

「人口動態統計」 

から算出 

Ｏ 幼児死亡率 
[H30～R4]0.38 
（参考：全国）0.44 

直近５年間での平均値を

全国平均値以下で維持 

厚生労働省 

「人口動態統計」 

から算出 

Ｏ 小児死亡率 
[H30～R4]0.18 
（参考：全国）0.18 

直近５年間での平均値を

全国平均値以下で維持 

厚生労働省 

「人口動態統計」 

から算出 

Ｓ 

災害時小児周産期リエゾ

ン任命者のうち、訓練や研

修に参加した人数 

［R5］１名/年 ［R11］５名以上/年 県健康福祉局調べ 

Ｓ：ストラクチャー指標、Ｐ：プロセス指標、Ｏ：アウトカム指標 


